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◆ 

実 

務 

問 

答 

会 

社 

法
第 

81 

回 

◆

◆
設
問
◆

　
株
式
会
社
Ａ
（
以
下
「
Ａ
社
」
と
い
う
）
は
、
定

時
株
主
総
会
を
書
面
決
議
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
こ

と
を
検
討
し
て
い
る
。
Ａ
社
が
当
該
定
時
株
主
総
会

に
係
る
報
告
事
項
の
報
告
を
省
略
す
る
た
め
に
は
、

当
該
事
項
を
株
主
総
会
に
報
告
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
に
掲
げ
る
各
株
主
か
ら
同

意
を
得
る
必
要
が
あ
る
か
。

⑴�

　
以
下
の
い
ず
れ
か
の
株
式
を
有
す
る
Ａ
社
の
株

主
　
①
　
相
互
保
有
株
式

　
②
　
単
元
未
満
株
式

　
③
　
完
全
無
議
決
権
種
類
株
式

⑵�

　
Ａ
社
が
そ
の
定
款
に
お
い
て
定
時
株
主
総
会
に

係
る
議
決
権
の
基
準
日
を
定
め
て
い
る
場
合
に
、

あ
る
年
の
基
準
日
の
到
来
後
、
定
時
株
主
総
会
の

開
催
前
に
Ａ
社
の
株
主
と
な
っ
た
者
（
た
だ
し
、

会
社
法
一
二
四
条
四
項
本
文
の
決
定
は
さ
れ
て
い

な
い
も
の
と
す
る
）

◆
回
答
◆

　

い
ず
れ
も
同
意
を
得
る
必
要
は
な
い
。

◆
解
説
◆

一　
会
社
法
の
規
律

　

会
社
法
上
、
取
締
役
が
株
主
の
全
員
に
対
し
て
株
主

総
会
に
報
告
す
べ
き
事
項
を
通
知
し
、
当
該
事
項
を
株

主
総
会
に
報
告
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
株
主

の
全
員
が
書
面
等
に
よ
り
同
意
の
意
思
表
示
を
し
た
と

き
は
、
当
該
事
項
の
株
主
総
会
へ
の
報
告
が
あ
っ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
る
（
同
法
三
二
〇
条
）。
同
条
は
、
株
主

総
会
の
報
告
事
項
が
株
主
の
全
員
に
通
知
さ
れ
、
そ
の

全
員
の
書
面
等
に
よ
る
同
意
が
得
ら
れ
た
場
合
に
は
、

当
該
報
告
事
項
の
株
主
総
会
で
の
報
告
を
省
略
で
き
る

と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
書
面
報
告
（
み
な
し
報
告
）
制
度

を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
の
下
で
は
、
株
主
総
会
の

決
議
事
項
に
つ
い
て
、
株
主
の
書
面
等
に
よ
る
同
意
に

よ
っ
て
株
主
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
、

い
わ
ゆ
る
書
面
決
議
の
制
度
が
認
め
ら
れ
て
い
た
（
同

法
二
五
三
条
）（
注
一
）。
し
か
し
、
報
告
事
項
に
つ
い

て
は
、
そ
の
報
告
を
省
略
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
規

定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、

決
議
事
項
よ
り
も
重
要
性
の
点
で
劣
る
報
告
事
項
を
常

に
株
主
総
会
の
場
で
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解

す
る
合
理
性
は
乏
し
い
と
の
批
判
が
あ
り
（
注
二
）、

ま
た
、
そ
の
当
時
か
ら
解
釈
論
と
し
て
報
告
事
項
の
報

告
に
つ
い
て
も
株
主
の
同
意
に
よ
っ
て
省
略
で
き
る
と

の
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
た
（
注
三
）。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
平
成
一
七
年
制
定
会

社
法
の
下
で
は
、
書
面
決
議
の
制
度
に
関
す
る
会
社
法

三
一
九
条
に
加
え
、
株
主
総
会
の
報
告
事
項
に
つ
い
て

報
告
の
省
略
を
可
能
と
す
る
明
文
の
規
定
と
し
て
同
法

三
二
〇
条
が
新
設
さ
れ
、
報
告
事
項
が
あ
る
株
主
総
会

（
典
型
的
に
は
、
定
時
株
主
総
会
（
注
四
））
に
お
い
て

も
、
株
主
か
ら
同
意
を
得
る
こ
と
で
株
主
総
会
の
開
催

自
体
を
省
略
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
の
趣
旨
は
、

書
面
決
議
の
制
度
と
同
様
、
株
主
の
同
意
を
前
提
と
し

て
株
主
総
会
の
簡
素
化
を
認
め
る
こ
と
で
、
株
主
総
会

の
開
催
の
た
め
の
手
間
と
費
用
の
節
約
を
可
能
と
す
る

こ
と
に
あ
る
（
注
五
）。

　

も
っ
と
も
、
会
社
法
三
二
〇
条
は
「
株
主
の
全
員
」

か
ら
同
意
を
得
る
こ
と
を
要
求
し
て
お
り
、
実
務
に
お

け
る
具
体
的
な
適
用
の
場
面
に
よ
っ
て
は
、
同
意
を
得

る
必
要
が
あ
る
株
主
の
範
囲
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い

こ
と
が
あ
る
。
本
問
は
、
こ
の
よ
う
な
場
面
に
お
け
る

解
釈
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。

辰
巳
　
郁
　
弁
護
士

株
主
総
会
へ
の
報
告
の
省
略
と

同
意
を
得
る
べ
き
株
主
の
範
囲
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二　
検
討

１　
小
問
⑴

　

小
問
⑴
の
①
〜
③
に
掲
げ
ら
れ
た
相
互
保
有
株
式

（
会
社
法
三
〇
八
条
一
項
か
っ
こ
書
、
会
社
法
施
行
規
則
六

七
条
）（
注
六
）、
単
元
未
満
株
式
（
会
社
法
一
八
九
条
一

項
）、
完
全
無
議
決
権
種
類
株
式
（
同
法
一
〇
八
条
一
項

三
号
）
の
株
主
は
、
い
ず
れ
も
議
決
権
を
有
し
な
い
。

Ａ
社
は
、
定
時
株
主
総
会
に
係
る
報
告
事
項
の
報
告
を

省
略
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
議
決
権
を
有
し
な
い
株

主
か
ら
も
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
か
。

　

会
社
法
三
二
〇
条
が
「
株
主
の
全
員
」
と
規
定
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
議
決
権
を
有
し
な
い
株
主

か
ら
も
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
と
の
見
解
も
考
え
ら

れ
る
（
注
七
）。

　

し
か
し
、
株
主
総
会
を
開
催
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

で
あ
っ
て
も
、
会
社
は
こ
れ
ら
の
議
決
権
を
有
し
な
い

株
主
に
対
し
て
招
集
通
知
を
発
送
す
る
必
要
は
な
い

（
会
社
法
二
九
九
条
一
項
の
「
株
主
」
は
、
同
法
二
九
八
条

二
項
か
っ
こ
書
に
よ
り
、「
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
株
主
」
が
除
か
れ
た
も
の
で
あ
る
）。

招
集
通
知
は
、
株
主
に
株
主
総
会
の
開
催
日
時
、
場

所
、
目
的
等
を
知
ら
せ
、
株
主
総
会
へ
の
出
席
の
機
会

を
与
え
た
上
で
、
必
要
な
準
備
を
可
能
に
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
議
決
権
を
有
し
な
い
株

主
は
、
株
主
総
会
に
出
席
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い

な
い
と
解
さ
れ
る
（
注
八
）。

　

前
記
一
の
と
お
り
、
書
面
報
告
の
制
度
は
、
会
社
が

株
主
総
会
を
開
催
す
る
手
間
と
費
用
を
節
約
し
、
株
主

総
会
の
簡
素
化
を
図
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
に
認

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
議
決
権
を
有
し
な
い
株
主
か

ら
も
報
告
事
項
の
報
告
の
省
略
に
つ
い
て
同
意
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
つ
ま
り
、
そ
の
う
ち
一
人
か
ら
で
も

同
意
を
得
ら
れ
な
い
限
り
、
株
主
総
会
を
開
催
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
）
と
解
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度

の
趣
旨
を
損
な
う
も
の
で
あ
り
、
株
主
総
会
が
開
催
さ

れ
た
場
合
に
も
議
決
権
を
有
し
な
い
株
主
は
こ
れ
に
出

席
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
採
用

す
る
意
義
は
乏
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
は
、
前
記
の
と
お
り
、
会
社
法
三
二

〇
条
は
「
株
主
の
全
員
」
と
規
定
し
て
お
り
、
同
法
三

一
九
条
一
項
の
「
株
主
（
当
該
事
項
に
つ
い
て
議
決
権
を

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。）
の
全
員
」
と

い
う
文
言
と
の
対
比
か
ら
も
、
議
決
権
を
有
し
な
い
株

主
を
含
め
、
す
べ
て
の
株
主
か
ら
同
意
を
得
る
必
要
が

あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
反
論
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
た
し
か
に
、
同
法
二
九
八
条
二
項
か
っ
こ
書

の
限
定
も
、
同
法
三
二
〇
条
に
は
及
ん
で
お
ら
ず
、
法

文
上
は
議
決
権
を
有
し
な
い
株
主
を
除
外
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
会
社
法
二
九
八
条
二
項
か
っ

こ
書
の
限
定
が
及
ば
な
い
「
株
主
」
と
い
う
文
言
を
有

す
る
会
社
法
上
の
規
定
の
解
釈
に
目
を
向
け
れ
ば
、
た

と
え
ば
、
株
主
総
会
に
お
け
る
取
締
役
等
の
説
明
義
務

（
同
法
三
一
四
条
）
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
議
決
権
の
な

い
株
主
に
は
総
会
参
与
権
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
根

拠
と
し
て
、
そ
の
質
問
権
を
否
定
す
る
見
解
が
有
力
に

主
張
さ
れ
て
い
る
（
注
九
）。

　

ま
た
、
株
主
総
会
決
議
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る

こ
と
が
で
き
る
「
株
主
等
」（
会
社
法
八
三
一
条
一
項
）

に
は
「
株
主
」
が
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
（
同
法
八
二
八
条

二
項
一
号
）、
こ
こ
で
も
同
法
二
九
八
条
二
項
か
っ
こ

書
の
よ
う
な
限
定
は
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
範

囲
に
関
し
て
は
、
決
議
取
消
訴
権
が
議
決
権
が
あ
る
こ

と
を
前
提
と
す
る
共
益
権
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
議
決
権

を
有
し
な
い
株
主
は
こ
れ
に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
見
解

が
通
説
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
注
一
〇
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
会
社
法
の
「
株
主
」
と
い
う
文
言
の

意
義
や
範
囲
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
場
面
に
応
じ
た
柔

軟
か
つ
趣
旨
に
合
致
す
る
解
釈
を
行
う
こ
と
は
何
ら
禁

じ
ら
れ
て
い
な
い
（
注
一
一
）。
同
法
三
二
〇
条
は
、

単
な
る
「
株
主
」
で
は
な
く
、「
株
主
の
全
員
」
と
規

定
し
て
お
り
、
特
に
こ
の
よ
う
な
柔
軟
な
解
釈
は
許
容

さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
余
地
も
な
い
と
は
言
い
切
れ
な

い
が
、
前
記
の
と
お
り
、
そ
の
よ
う
な
硬
直
的
な
解
釈

を
基
礎
づ
け
る
根
拠
や
意
義
は
乏
し
い
。

　

以
上
か
ら
、
小
問
⑴
に
お
い
て
、
Ａ
社
が
定
時
株
主

総
会
に
係
る
報
告
事
項
の
報
告
を
省
略
す
る
た
め
に

は
、
小
問
⑴
の
①
〜
③
に
掲
げ
ら
れ
た
株
式
を
有
す
る

株
主
か
ら
同
意
を
得
る
必
要
は
な
く
、
議
決
権
を
有
す

る
株
主
の
全
員
か
ら
の
み
同
意
を
得
れ
ば
足
り
る
と
解

さ
れ
る
（
注
一
二
）（
注
一
三
）（
注
一
四
）。

２　
小
問
⑵

　

Ａ
社
が
定
時
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
の
行
使
に
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関
す
る
基
準
日
を
定
め
て
い
る
場
合
に
、
あ
る
年
の
基

準
日
の
到
来
後
、
定
時
株
主
総
会
の
開
催
前
に
株
主
と

な
っ
た
者
は
、
当
該
定
時
株
主
総
会
に
お
い
て
は
原
則

と
し
て
議
決
権
を
行
使
し
得
な
い
（
会
社
法
一
二
四
条

一
項
）。
Ａ
社
は
、
そ
の
判
断
に
よ
り
、
基
準
日
後
に

株
式
を
取
得
し
た
株
主
の
議
決
権
の
行
使
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
が
（
同
条
四
項
本
文
）、
小
問
⑵
で
は
こ
の

よ
う
な
決
定
は
さ
れ
て
い
な
い
。
Ａ
社
は
、
定
時
株
主

総
会
に
係
る
報
告
事
項
の
報
告
を
省
略
す
る
た
め
に
、

基
準
日
後
の
株
主
か
ら
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
か
。

　

基
準
日
の
制
度
は
、
株
主
総
会
の
議
決
権
を
行
使
す

る
、
剰
余
金
の
配
当
を
受
領
す
る
等
、
一
定
の
時
点
で

会
社
に
対
し
て
特
定
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き

る
者
を
確
定
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

元
来
の
趣
旨
は
、
日
々
株
主
が
変
動
す
る
会
社
に
お
い

て
集
団
的
な
事
務
処
理
を
行
う
た
め
の
便
宜
を
確
保
す

る
と
い
う
点
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
（
注
一
五
）。

　

こ
れ
に
対
し
、
書
面
報
告
の
制
度
が
、
株
主
が
少
な

い
小
規
模
な
会
社
に
お
い
て
、
株
主
総
会
を
開
催
す
る

手
間
と
費
用
の
節
約
を
可
能
と
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
書
面
報
告
の
制
度
に
お
い

て
基
準
日
を
用
い
る
と
い
う
事
態
は
想
定
さ
れ
て
お
ら

ず
、
議
決
権
行
使
に
係
る
基
準
日
時
点
の
株
主
の
み
を

同
意
を
得
る
べ
き
株
主
で
あ
る
と
取
り
扱
う
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
（
つ
ま
り
、
基
準
日
後
の
株
主
を
含
め
、
当
該

同
意
を
得
る
時
点
で
の
株
主
の
全
員
か
ら
同
意
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
）
と
い
う
見
解
も
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
会
社
法
上
、
書
面
報
告
の
制
度
は
、
小
規

模
な
会
社
に
お
い
て
の
み
利
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
会
社
に
お
い
て
利
用
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
し
、
基
準
日
の
制
度
も
、
日
々
株
主

が
変
動
し
得
る
会
社
の
み
が
利
用
で
き
る
も
の
と
は
さ

れ
て
い
な
い
。
書
面
報
告
の
制
度
を
利
用
す
る
場
合
に

は
基
準
日
の
制
度
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ

た
規
定
も
特
に
存
在
し
て
お
ら
ず
、
基
準
日
の
制
度
と

書
面
報
告
の
制
度
を
併
用
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い

る
と
解
す
る
必
要
は
な
い
。

　

実
務
上
も
、
昭
和
二
五
年
商
法
改
正
に
よ
り
導
入
さ

れ
た
基
準
日
の
制
度
は
、
す
で
に
わ
が
国
に
お
い
て
広

く
浸
透
し
て
お
り
、
会
社
の
規
模
の
大
小
や
株
主
の
多

寡
、
定
款
に
お
け
る
譲
渡
制
限
規
定
の
有
無
等
を
問
わ

ず
、
多
く
の
会
社
に
お
い
て
定
款
上
議
決
権
行
使
に
係

る
基
準
日
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
会
社
が

集
団
的
な
事
務
処
理
を
行
う
た
め
の
便
宜
を
確
保
す
る

こ
と
が
で
き
る
場
面
を
殊
更
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い

と
解
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
定
款
で
定
時
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
の

基
準
日
を
設
け
て
い
る
会
社
が
定
時
株
主
総
会
を
開
催

す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
、
会
社
法
一
二
四
条
四
項

本
文
の
決
定
が
な
い
限
り
、
基
準
日
後
の
株
主
に
対
し

て
招
集
通
知
を
発
送
す
る
必
要
は
な
く
、
そ
の
株
主
総

会
へ
の
出
席
を
認
め
る
必
要
も
な
い
こ
と
は
小
問
⑴
の

場
合
と
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
準

日
後
の
株
主
か
ら
も
報
告
事
項
の
報
告
の
省
略
に
つ
い

て
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
つ
ま
り
、
基
準
日

後
の
株
主
の
う
ち
一
人
か
ら
で
も
同
意
を
得
ら
れ
な
い
限

り
、
株
主
総
会
を
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
と
解
す

る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
の
趣
旨
を
損
な
う
上
、

株
主
総
会
が
開
催
さ
れ
た
場
合
も
基
準
日
後
の
株
主
は

こ
れ
に
出
席
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
小
問
⑴
の
場

合
と
同
様
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
採
用
す
る
こ
と
の
意

義
は
乏
し
い
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
株
主
総
会
を
開
催
す
る
手
間
や

費
用
を
節
約
し
、
株
主
総
会
の
簡
素
化
を
可
能
と
す
る

と
い
う
書
面
報
告
の
制
度
は
、
一
定
の
時
点
で
会
社
に

対
し
て
権
利
を
行
使
で
き
る
株
主
を
確
定
し
、
集
団
的

な
事
務
処
理
を
可
能
に
す
る
と
い
う
基
準
日
の
制
度
の

下
で
も
な
お
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
、

定
時
株
主
総
会
に
係
る
報
告
事
項
の
報
告
を
省
略
す
る

た
め
に
は
、
会
社
法
一
二
四
条
四
項
本
文
の
決
定
が
な

い
限
り
、
基
準
日
後
の
株
主
か
ら
同
意
を
得
る
必
要
は

な
い
と
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、
Ａ
社
は
、
定
時
株
主
総
会
に
係
る
報
告

事
項
の
報
告
を
省
略
す
る
た
め
に
は
、
基
準
日
後
の
株

主
か
ら
同
意
を
得
る
必
要
は
な
く
、
基
準
日
時
点
で
の

株
主
の
全
員
か
ら
の
み
同
意
を
得
れ
ば
足
り
る
と
解
さ

れ
る
（
注
一
六
）。

（
注
一
） 

株
式
会
社
に
お
け
る
書
面
決
議
の
制
度
は
、
当

時
の
有
限
会
社
法
上
の
制
度
に
倣
い
、
平
成
一
四
年
商

法
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
（
岩
原
紳
作
編
『
会
社

法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
７

│
機
関
⑴
』（
商
事
法
務
、

二
〇
一
三
）
三
〇
九
頁
〜
三
一
〇
頁
〔
前
田
重
行
〕、

後
藤
元
監
修
＝
会
社
法
・
実
務
研
究
会
編
著
『
実
務
問

答
会
社
法
』（
商
事
法
務
、
二
〇
二
二
）
一
一
六
頁
〜

一
一
七
頁
〔
辰
巳
郁
〕）。

（
注
二
） 

近
藤
光
男
＝
志
谷
匡
史
『
新
版
改
正
株
式
会

社
法
Ⅳ
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
六
）
六
九
四
頁
。

（
注
三
） 

龍
田
節
＝
池
田
裕
彦
「
書
面
等
に
よ
る
定
時
株
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校
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校
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校
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主
総
会
決
議
」
本
誌
一
六
六
四
号
（
二
〇
〇
三
）
二
二

頁
以
下
。

（
注
四
） 

定
時
株
主
総
会
に
お
け
る
報
告
事
項
と
し
て

は
、
た
と
え
ば
、
ⅰ
事
業
報
告
の
内
容
の
報
告
（
会
社

法
四
三
八
条
三
項
）、
ⅱ
い
わ
ゆ
る
承
認
特
則
規
定

（
同
法
四
三
九
条
、
会
社
計
算
規
則
一
三
五
条
）
の
適

用
が
あ
る
場
合
の
計
算
書
類
の
内
容
の
報
告
、
ⅲ
会
計

監
査
人
設
置
会
社
に
お
い
て
連
結
計
算
書
類
を
作
成
し

た
場
合
の
そ
の
内
容
の
報
告
（
会
社
法
四
四
四
条
七

項
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
注
五
） 

岩
原
・
前
掲
（
注
一
）
三
一
七
頁
〜
三
一
八
頁

〔
前
田
〕。

（
注
六
） 

典
型
的
に
は
、
Ａ
社
が
株
式
会
社
Ｂ
（
以
下

「
Ｂ
社
」
と
い
う
）
の
議
決
権
の
総
数
の
四
分
の
一
以

上
を
有
し
て
い
る
場
合
に
、
Ｂ
社
が
有
す
る
Ａ
社
の
株

式
に
つ
い
て
は
議
決
権
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
さ
れ

て
お
り
（
会
社
法
三
〇
八
条
一
項
か
っ
こ
書
、
会
社
法

施
行
規
則
六
七
条
）、
こ
の
よ
う
な
Ｂ
社
の
保
有
す
る

Ａ
社
の
株
式
を
相
互
保
有
株
式
と
呼
ぶ
。

（
注
七
） 

岩
原
・
前
掲
（
注
一
）
三
一
八
頁
〔
前
田
〕、

江
頭
憲
治
郎
＝
中
村
直
人
編
著
『
論
点
体
系
会
社
法
２

│
株
式
会
社
Ⅱ
〔
第
二
版
〕』（
第
一
法
規
、
二
〇
二

一
）
七
一
六
頁
〔
⻆
田
大
憲
〕。

（
注
八
） 

江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
〔
第
八
版
〕』（
有

斐
閣
、
二
〇
二
一
）
三
四
七
頁
は
、
こ
れ
ら
の
議
決
権

を
有
し
な
い
株
主
に
つ
い
て
、「
定
款
で
と
く
に
規
定

し
な
い
限
り
、
出
席
権
・
質
問
権
等
を
含
め
一
切
の
総

会
参
与
権
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い

る
。
前
田
庸
『
会
社
法
入
門
〔
第
一
三
版
〕』（
有
斐

閣
、
二
〇
一
八
）
一
〇
三
頁
も
同
旨
。
実
務
上
は
、
こ

の
よ
う
な
定
款
規
定
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
は
必
ず
し
も

一
般
的
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。

（
注
九
） 

岩
原
・
前
掲
（
注
一
）
二
四
八
頁
〔
松
井
秀

征
〕。

（
注
一
〇
） 

江
頭
・
前
掲
（
注
八
）
三
八
一
頁
注
二
参

照
。

（
注
一
一
） 

山
下
友
信
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
３

│
株
式
⑴
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
）
一
〇
八
頁

〜
一
〇
九
頁
〔
山
下
友
信
〕
は
、
会
社
法
上
、
共
益
権

の
権
利
ご
と
に
議
決
権
制
限
株
式
の
取
扱
い
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
も
の
を
列
挙
し
た
上
で
、「
以
上
の
よ

う
に
議
決
権
制
限
株
式
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
個
別
に

法
文
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
あ
る
が
、

法
文
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
権
利
に
つ
い
て
は
引

き
続
き
解
釈
問
題
と
な
る
」
と
し
て
い
る
。

（
注
一
二
） 

た
だ
し
、
会
社
が
議
決
権
を
有
し
な
い
株
主

に
総
会
参
与
権
を
付
与
す
る
旨
の
定
款
の
規
定
（
前
掲

（
注
八
）
参
照
）
を
設
け
た
場
合
に
は
、
当
該
規
定
は

有
効
と
解
さ
れ
、
株
主
総
会
が
開
催
さ
れ
れ
ば
議
決
権

を
有
し
な
い
株
主
も
こ
れ
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
、
本
文
記
載
の
趣
旨
は
妥
当
せ
ず
、
報

告
事
項
の
報
告
を
省
略
す
る
た
め
に
は
、
当
該
規
定
の

下
で
総
会
参
与
権
を
付
与
さ
れ
た
議
決
権
を
有
し
な
い

株
主
を
含
む
株
主
の
全
員
の
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
る

と
解
さ
れ
る
。

（
注
一
三
） 
小
問
⑴
③
の
完
全
無
議
決
権
種
類
株
式
の
株

主
は
、
定
款
変
更
に
よ
り
そ
の
株
主
に
損
害
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
種
類
株
主
総
会
に
お
い
て
は
議

決
権
を
行
使
で
き
る
（
会
社
法
三
二
二
条
一
項
一
号
、

同
条
三
項
た
だ
し
書
）。
こ
の
よ
う
な
例
外
的
な
場
面

で
、
同
一
の
種
類
株
主
総
会
に
お
い
て
何
ら
か
の
報
告

事
項
が
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
報
告
の
省
略
に

つ
い
て
完
全
無
議
決
権
種
類
株
主
か
ら
も
同
意
を
取
得

す
る
必
要
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

（
注
一
四
） 

小
問
⑴
か
ら
は
離
れ
る
が
、
一
定
の
株
主
総

会
の
決
議
事
項
に
つ
い
て
の
み
議
決
権
を
行
使
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
種
類
株
式
（
一
部
無
議
決
権
種
類
株

式
）
の
株
主
に
対
し
て
は
、
会
社
は
株
主
総
会
の
招
集

通
知
を
発
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
株
主
は
株
主

総
会
が
開
催
さ
れ
る
場
合
に
は
こ
れ
に
出
席
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
本
文
記
載
の
趣

旨
は
妥
当
せ
ず
、
報
告
事
項
の
報
告
を
省
略
す
る
た
め

に
は
、
当
該
株
主
の
同
意
を
も
得
る
必
要
が
あ
る
と
解

さ
れ
る
。

（
注
一
五
） 

大
隅
健
一
郎
＝
大
森
忠
夫
『
逐
条
改
正
会
社

法
解
説
〔
増
補
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
五
二
）
一
七

七
頁
参
照
。

（
注
一
六
） 

小
問
⑵
か
ら
は
離
れ
る
が
、
本
文
記
載
の
趣

旨
は
、
株
主
総
会
の
決
議
事
項
に
関
す
る
書
面
決
議

（
会
社
法
三
一
九
条
）
の
場
面
に
も
同
様
に
妥
当
す
る

と
考
え
ら
れ
、
Ａ
社
が
定
時
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決

権
の
行
使
に
関
す
る
基
準
日
を
定
め
て
い
る
場
合
に
、

定
時
株
主
総
会
に
係
る
決
議
事
項
の
決
議
を
省
略
す
る

た
め
に
は
、
基
準
日
後
の
株
主
か
ら
同
意
を
得
る
必
要

は
な
く
、
基
準
日
時
点
で
の
株
主
の
全
員
か
ら
の
み
同

意
を
得
れ
ば
足
り
る
と
解
さ
れ
る
。

 

（
た
つ
み
・
か
お
る
）

❖
予
告
❖

　
　

第
八
二
回
は
、
黒
田
裕
弁
護
士
に
よ
る
「
株
券
の

交
付
を
欠
く
株
式
譲
渡
が
あ
っ
た
と
き
の
会
社
に
お

け
る
株
主
の
取
扱
い
（
仮
題
）」
を
予
定
し
て
い
ま

す
。 

（
編
集
部
）
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